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社
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処
理
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の
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可
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課
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二

〇
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証
食
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証 
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食
産
業
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興
課
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〇
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
告
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第
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四
十
五
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域
の
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〇
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課
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〇
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役
員
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任
及
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退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

一
〇

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

一
一

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

一
二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
四
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
二

公
安
委
員
会

〇
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
三

〇
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施 

　

一
三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
関
係
書
類
を

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

有
限
会
社
築
館
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　

２　

所
在
地　

栗
原
市
築
館
字
上
髙
森
六
十
一
番
地
の
七
十
四

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

柏
木　

裕

二　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　

 　

栗
原
市
築
館
字
上
髙
森
四
十
九
番
地
四
の
一
部
、
四
十
九
番
地
五
、
四
十
九
番
地
二
十
九
、
四
十
九
番
地
三
十
、

五
十
番
地
一
の
一
部

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

新
設

四　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類　

　
　

焼
却
施
設

五　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

　
　

可
燃
ご
み

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

宮
城
県
環
境
生
活
部
循
環
型
社
会
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
大
崎
保
健
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
日

　

２　

提
出
場
所　

宮
城
県
環
境
生
活
部
循
環
型
社
会
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
大
崎
保
健
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
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あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
関
係
書
類

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

有
限
会
社
築
館
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　

２　

所
在
地　

栗
原
市
築
館
字
上
髙
森
六
十
一
番
地
の
七
十
四

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

柏
木　

裕

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　

 　

栗
原
市
築
館
字
上
髙
森
四
十
九
番
地
四
の
一
部
、
四
十
九
番
地
五
、
四
十
九
番
地
二
十
九
、
四
十
九
番
地
三
十
、

五
十
番
地
一
の
一
部

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

新
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類　

　
　

汚
泥
の
焼
却
施
設

　
　

廃
油
の
焼
却
施
設

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設

　
　

産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

五　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

産
業
廃
棄
物

　

 　

汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、

動
物
系
固
形
不
要
物
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

　
　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

　
　

廃
油
（
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
揮
発
油
類
、
灯
油
類
、
軽
油
類
及
び
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
を
含
む
も
の
）

　
　

廃
酸
（
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
二
・
〇
以
下
の
も
の
及
び
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
を
含
む
も
の
）

　
　

廃
ア
ル
カ
リ
（
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
十
二
・
五
以
上
の
も
の
及
び
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
を
含
む
も
の
）

　
　

感
染
性
産
業
廃
棄
物

　
　

汚
泥
（
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
を
含
む
も
の
）

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

宮
城
県
環
境
生
活
部
循
環
型
社
会
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
大
崎
保
健
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
八
月
十
八
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
日

　

２　

提
出
場
所　

宮
城
県
環
境
生
活
部
循
環
型
社
会
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
大
崎
保
健
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
五
十
五

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

平
成
二
十
六
年

七
月
一
日

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
出

島
五

須
田　

勝
浩

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
合

ノ
浜
六
十
一－

二

武
山　

昭
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

九
人
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同
組
合
の
女
川

町
支
所
の
地
区

の
う
ち
出
島
の

区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証
番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
十
一

し
そ
巻
き

（
み
そ
）

七
福　

佐
々
木
米
子

七
福

大
崎
市
三
本
木
字
西
沢
十
八
番
地

十

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

　

昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
浦
戸
海
岸
寒
風
沢
地
区
海
岸
鰐
ヶ
淵
地
先
海
岸
、
赤
藻
崎
地
先
海
岸
及
び
東
三
西
浦
地
先
海
岸

に
係
る
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

鰐
ケ
淵
Ｃ

地
先
海
岸

基
点
Ａ
点

　

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
鰐
ヶ
淵
七
番
一
の
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二

秒
二
四
六
八
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
四
六
秒
二
五
五
五
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
一
五
〇
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
五
一
六
三
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
一
五
七
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
五
六
三
四
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
〇
八
八
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
八
八
二
四
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
七
二
九
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
三
三
七
八
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
九
七
〇
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
六
七
三
六
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
〇
一
三
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
七
二
〇
六
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
〇
一
一
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
七
一
五
一
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
四
〇
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
五
〇
九
〇
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
六
六
七
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
三
七
二
四
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
七
三
七
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
三
三
五
六
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
〇
秒
九
九
七
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
一
九
九
九
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
〇
五
八
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
二
九
二
〇
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
〇
九
七
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
二
八
六
七
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
一
二
六
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
二
九
〇
一
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
二
〇
八
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
三
四
三
八
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
二
六
二
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
三
一
五
八
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
三
三
二
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
五
二
四
九
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
一
秒
七
二
四
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
五
八
九
三
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
二
八
七
三
東
経
一
四
一
度
〇
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七
分
四
五
秒
三
二
五
四
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
三
一
四
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
五
秒
三
四
八
八
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
二
四
七
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
五
秒
四
五
〇
三
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
一
三
六
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
五
秒
六
二
〇
九
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
一
二
〇
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
五
秒
七
〇
四
六
の
地
点

　

ウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
一
〇
六
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
五
秒
八
四
〇
六
の
地
点

　

ヰ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
一
二
秒
一
三
〇
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
〇
九
五
八
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
、
ヰ
及
び

Ａ
の
各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は

世
界
測
地
系
に
よ
る
）

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

赤
藻
崎
Ⅰ

地
先
海
岸

基
点
Ａ
点

  

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
赤
藻
崎
六
番
地
の
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七

秒
〇
九
二
九
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
四
九
秒
四
〇
五
八
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
四
六
九
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
八
秒
〇
八
一
九
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
八
三
九
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
六
四
二
五
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
八
四
六
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
六
二
五
七
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
八
三
〇
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
五
九
二
九
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
八
九
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
四
〇
八
〇
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
九
二
二
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
三
八
三
二
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
六
秒
九
五
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
四
〇
七
四
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
一
八
七
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
二
七
二
五
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
三
四
三
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
〇
二
四
四
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
四
三
九
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
九
八
一
一
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
七
四
五
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
〇
九
二
五
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
八
五
〇
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
〇
一
二
四
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
四
六
〇
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
八
秒
二
九
八
六
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
二
二
九
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
七
三
八
七
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
六
〇
八
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
二
七
三
九
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
五
〇
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
二
八
六
九
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
四
五
三
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
四
三
七
二
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
四
二
六
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
四
六
〇
二
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
二
五
五
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
四
三
三
六
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
二
〇
七
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
四
六
八
三
の
地
点
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ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
一
九
四
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
四
四
四
六
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
九
〇
一
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
六
〇
三
〇
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
七
秒
七
四
〇
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
六
一
九
六
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
及
び
Ａ
の
各
点

を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地

系
に
よ
る
）

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

東
三
百
浦

Ⅲ
地
先
海

岸

基
点
Ａ
点

  

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
東
三
百
浦
一
八
番
地
の
北
緯
三
八
度
二
〇
分

四
四
秒
三
三
八
九
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
四
七
秒
一
八
七
一
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
四
秒
七
五
二
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
〇
五
五
九
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
五
秒
一
九
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
〇
二
四
〇
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
五
秒
八
二
六
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
一
七
一
一
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
六
秒
一
一
三
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
八
三
七
五
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
六
秒
二
一
〇
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
九
四
二
五
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
六
秒
二
二
二
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
九
八
三
四
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
六
秒
二
五
七
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
八
秒
二
〇
二
四
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
六
秒
二
六
一
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
八
秒
四
六
三
〇
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
六
秒
一
三
六
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
三
三
六
〇
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
五
秒
〇
二
一
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
〇
七
八
一
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
四
秒
八
四
二
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
一
七
二
七
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
八
五
五
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
五
〇
秒
五
〇
六
一
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
二
四
一
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
七
七
三
九
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
二
三
一
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
七
四
二
七
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
二
六
二
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
五
五
八
四
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
一
二
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
五
一
七
〇
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
一
一
六
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
三
七
二
九
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
二
一
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
九
秒
一
六
七
二
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
〇
九
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
八
秒
五
三
〇
九
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
三
秒
八
〇
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
五
七
三
八
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
直
線
で

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ
る
）

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

東
三
百
浦

Ⅳ
地
先
海

岸

基
点
Ａ
点

  

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
東
三
百
浦
一
九
番
地
の
北
緯
三
八
度
二
〇
分

四
九
秒
七
二
五
八
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
四
六
秒
二
七
二
六
の
地
点
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補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
一
三
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
四
秒
二
九
四
九
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
一
六
九
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
四
秒
二
八
六
八
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
四
一
六
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
八
六
二
四
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
四
七
二
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
七
四
二
〇
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
五
四
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
七
〇
九
六
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
六
五
一
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
七
〇
三
五
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
八
五
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
六
〇
九
〇
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
四
九
秒
八
五
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
五
五
六
二
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
五
四
五
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
三
秒
二
二
二
四
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
一
秒
二
三
六
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
五
秒
五
二
三
一
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
一
秒
六
四
五
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
八
一
九
七
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
一
秒
四
二
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
七
四
七
五
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
一
秒
二
三
四
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
七
六
九
三
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
一
秒
一
一
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
六
秒
八
二
一
六
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
九
五
一
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
〇
一
一
二
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
九
一
五
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
一
六
一
一
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
七
九
六
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
二
四
一
七
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
八
二
一
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
三
二
〇
〇
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
七
六
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
三
五
〇
九
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
五
八
二
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
三
四
八
七
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
五
一
〇
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
三
三
七
五
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
四
七
六
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
二
二
九
四
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
五
〇
秒
一
〇
九
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
七
秒
四
八
九
五
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
及
び
Ａ
の
各
点

を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地

系
に
よ
る
）

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

東
三
百
浦

Ⅵ
地
先
海

岸

基
点
Ａ
点

  

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
東
三
百
浦
六
番
の
二
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三

六
秒
七
三
三
三
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
三
九
秒
九
八
三
七
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
五
二
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
九
秒
一
七
二
二
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
二
二
五
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
七
秒
八
一
七
四
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
一
一
〇
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
七
秒
五
三
五
九
の
地
点
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ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
三
四
三
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
七
秒
〇
九
一
四
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
二
五
一
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
七
八
四
二
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
二
〇
一
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
五
三
三
八
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
二
六
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
二
一
二
七
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
四
四
〇
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
八
二
六
八
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
四
六
九
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
七
九
六
五
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
四
五
九
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
七
八
八
〇
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
六
秒
六
一
四
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
四
五
六
〇
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
一
二
四
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
八
四
一
五
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
五
〇
六
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
四
八
〇
三
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
七
〇
二
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
九
六
二
二
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
八
秒
〇
五
八
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
八
秒
五
〇
二
九
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
八
秒
二
二
〇
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
九
秒
一
三
七
二
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
八
秒
七
七
三
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
〇
秒
六
三
〇
三
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
八
秒
八
四
七
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
一
秒
一
四
〇
九
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
八
秒
一
〇
八
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
一
秒
三
一
二
六
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
八
秒
〇
八
六
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
一
秒
二
六
一
七
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
八
七
四
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
一
秒
二
七
七
三
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
七
六
一
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
一
秒
二
三
五
九
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
五
九
〇
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
一
秒
〇
五
九
六
の
地
点

　

ウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
七
秒
一
〇
九
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
四
〇
秒
九
八
四
一
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
及
び
Ａ
の

各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界

測
地
系
に
よ
る
）

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

東
三
百
浦

Ⅶ
地
先
海

岸

基
点
Ａ
点

  

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
東
三
百
浦
三
番
地
の
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三

二
秒
六
七
三
五
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
三
四
秒
〇
五
一
五
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
二
秒
九
五
二
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
三
秒
七
一
三
四
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
三
秒
一
〇
五
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
三
秒
四
二
六
七
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
三
秒
一
七
九
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
三
秒
三
四
九
六
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
三
秒
八
五
八
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
二
秒
六
三
九
八
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
五
秒
六
五
五
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
四
一
二
一
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
五
秒
二
五
三
〇
東
経
一
四
一
度
〇
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七
分
三
五
秒
八
三
二
五
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
五
秒
二
四
一
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
八
三
四
〇
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
五
秒
〇
九
三
二
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
五
秒
八
八
七
四
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
九
四
五
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
一
五
三
六
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
七
八
四
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
二
二
七
九
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
六
二
二
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
一
六
八
八
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
五
七
七
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
二
一
五
九
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
五
二
八
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
一
三
九
六
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
二
六
八
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
二
八
六
二
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
一
一
四
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
一
〇
三
一
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
四
秒
〇
三
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
六
秒
一
四
五
一
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ
る
）

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

浦
戸
海

岸

寒
風
沢

地
区
海

岸

東
三
百
浦

Ⅷ
地
先
海

岸

基
点
Ａ
点

  

塩
竈
市
浦
戸
寒
風
沢
字
東
三
百
浦
一
番
地
の
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二

八
秒
一
二
一
七
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
二
九
秒
四
〇
九
一
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
一
〇
九
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
八
秒
九
〇
六
二
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
一
二
五
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
八
秒
五
八
〇
七
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
二
〇
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
七
秒
八
四
八
九
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
六
一
九
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
七
秒
六
四
四
九
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
六
三
六
六
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
七
秒
五
八
五
〇
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
七
八
五
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
七
秒
四
九
七
三
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
八
七
三
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
七
秒
四
八
四
七
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
八
五
五
八
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
七
秒
六
四
五
四
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
七
四
一
〇
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
八
秒
七
七
七
五
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
七
三
二
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
八
秒
九
四
〇
〇
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
七
三
七
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
九
秒
一
三
〇
〇
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
七
七
三
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
九
秒
三
一
四
五
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
八
六
八
五
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
九
秒
六
二
四
七
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
三
〇
秒
三
一
七
七
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
〇
秒
七
四
一
五
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
五
四
三
一
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
一
秒
二
四
三
八
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
四
七
三
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
一
秒
二
二
〇
一
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
四
二
三
八
東
経
一
四
一
度
〇
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七
分
三
一
秒
二
五
二
六
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
二
八
九
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
一
秒
二
一
〇
六
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
九
秒
〇
五
九
九
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
一
秒
〇
六
四
一
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
五
九
九
四
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
〇
秒
九
九
七
〇
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
三
八
七
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
三
〇
秒
四
六
九
六
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
八
秒
二
二
三
三
東
経
一
四
一
度
〇

七
分
二
九
秒
九
三
六
五
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順

次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に

よ
る
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

仙
台
市
太
白
区
向
山
三
丁
目
一
一
の
一
八
か
ら
一
一
の
二
一
ま
で
、
一
一
の
三
四
、
一
一
の
三
六
、
一
一
の
三
九
、

一
一
の
四
二
か
ら
一
一
の
五
〇
ま
で
、
一
一
の
五
五
、
一
一
の
五
六
、
一
一
の
六
〇
か
ら
一
一
の
六
二
ま
で
、
一
二

の
六
か
ら
一
二
の
一
四
ま
で
、
一
二
の
一
七
か
ら
一
二
の
二
〇
ま
で
、
一
二
の
二
二
、
一
二
の
二
四
、
一
二
の
二
六
、

一
二
の
二
九

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

合
資
会
社
熊
谷
電

気
工
業
所

熊
谷　

正
行

白
石
市
郡
山
字
観
音
崎
二

－

一

般－

二
十
四

第
千
三
十
六
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

六
月
三
日

株
式
会
社
光
エ
ン

ジ小
松　

進

石
巻
市
雲
雀
野
町
一
丁
目

十
一－

二
十
三

般－

二
十
四

第
一
万
八
千
百

二
十
六
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

六
月
三
日

有
限
会
社
マ
ツ
ウ

ラ
工
業

松
浦　

弘
信

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
一

丁
目
九－

二
十
八

般－

二
十
一

第
一
万
八
千
五

百
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

六
月
十
日

有
限
会
社
ホ
ッ
ト

ス
タ
ッ
フ

六
田　

美
弥

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
一

丁
目
十
二－

二
十
七

般－

二
十
二

第
一
万
八
千
七

百
八
十
七
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

六
月
九
日

株
式
会
社
迪
正

鎌
田　

己
治
夫

仙
台
市
若
林
区
遠
見
塚
一

丁
目
十
六－

十
一

般－

二
十
三

第
一
万
八
千
九

百
六
十
六
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

平
成
二
十
六
年

 

六
月
二
日
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ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

株
式
会
社
Ｈ
Ｅ
Ｘ

Ａ藤
木　

豊

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
三

丁
目
二－

五

般－

二
十
四

第
一
万
九
千
二

百
五
十
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

六
月
六
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ぶ
く
ま
川
水
系
角

田
地
区
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

総
一
郎　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

亀

谷

久

雄

角
田
市
尾
山
字
横
町
十
六
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

渋

谷

義

郎

角
田
市
佐
倉
字
佐
倉
町
四
十
三
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

只　

野　
　
　

角
田
市
島
田
字
柳
町
六
十
四
番
地
二

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

佐

藤

武

敏

角
田
市
高
倉
字
梅
ヶ
崎
二
百
六
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

鈴　

木　

榮
次
郎

角
田
市
豊
室
字
沼
下
二
十
六
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

柄

目

利

徳

角
田
市
横
倉
字
金
谷
九
十
六
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

渋

谷

克

彦

角
田
市
坂
津
田
字
北
向
六
十
八
番
地
一

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

佐

藤

勇

藏

角
田
市
藤
田
字
是
入
二
十
五
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

遠

藤

良

夫

角
田
市
江
尻
字
東
浦
三
番
地
一

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

面

川　

義

明

角
田
市
岡
字
深
町
六
十
七
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

鈴

木　

昭

一

角
田
市
稲
置
字
舘
下
二
十
三
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

星　
　
　

光　

洋

伊
具
郡
丸
森
町
小
斎
字
前
並
百
三
十
一
番

地
二

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

佐

幸

治

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
桜
田
四
十
二
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

佐

藤

仁

治

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
舘
山
字
坪
石
四
十

一
番
地

理　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

二
階
堂　
　
　

元

角
田
市
角
田
字
栄
町
九
十
八
番
地

監　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

只

野

純

一

角
田
市
島
田
字
光
目
内
八
番
地

監　

事

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

遠

藤

裕

一

角
田
市
稲
置
字
堂
下
六
十
三
番
地

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

亀

谷

久

雄

角
田
市
尾
山
字
横
町
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

渋

谷

義

郎

角
田
市
佐
倉
字
佐
倉
町
四
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

只　

野　
　
　

角
田
市
島
田
字
柳
町
六
十
四
番
地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

佐

藤

武

敏

角
田
市
高
倉
字
梅
ヶ
崎
二
百
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

鈴　

木　

榮
次
郎

角
田
市
豊
室
字
沼
下
二
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

柄

目

利

徳

角
田
市
横
倉
字
金
谷
九
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

渋

谷

克

彦

角
田
市
坂
津
田
字
北
向
六
十
八
番
地
一

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

佐

藤

勇

藏

角
田
市
藤
田
字
是
入
二
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

遠

藤

良

夫

角
田
市
江
尻
字
東
浦
三
番
地
一

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

面

川

義

明

角
田
市
岡
字
深
町
六
十
七
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

鈴

木

昭

一

角
田
市
稲
置
字
舘
下
二
十
三
番
地

理

事
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平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

星　
　
　

光　

洋

伊
具
郡
丸
森
町
小
斎
字
前
並
百
三
十
一
番

地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

佐

幸

治

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
桜
田
四
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

佐
々
木　

高　

之

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
舘
山
字
木
沼
十
一

番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

二
階
堂　
　
　

元

角
田
市
角
田
字
栄
町
九
十
八
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

只

野

純

一

角
田
市
島
田
字
光
目
内
八
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

馬

場　
　
　

茂

角
田
市
神
次
郎
字
東
高
野
三
番
地

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
迫
川
沿
岸
土
地
改
良

区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所　

長　
　

正　
　

木　
　
　
　
　

毅　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

千

葉

敏

彦

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
筒
場
埣
二
百
五

十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

星　
　
　

信　

悟

登
米
市
南
方
町
大
西
二
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

石

崎

琇

一

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
西
千
貫
二
百
六

十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

三

浦

市

男

登
米
市
迫
町
北
方
字
小
田
八
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

佐

藤

養

一

登
米
市
米
山
町
西
野
字
上
小
路
前
百
十
三

番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

木

村

忠

市

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
六
軒
屋
敷
六
十

三
番
地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

門　

間　

富
士
雄

登
米
市
豊
里
町
上
谷
地
五
十
九
番
地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

村

田

則

顕

登
米
市
南
方
町
後
屋
敷
待
井
九
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

渡

邊

幸

作

登
米
市
南
方
町
堂
地
四
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

泉　
　
　

敬　

志

登
米
市
米
山
町
西
野
字
新
町
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

遠

藤

憲

一

登
米
市
南
方
町
中
須
崎
百
六
十
二
番
地
一

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

高

崎

好

一

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
的
場
九
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

佐

藤

栄

吾

登
米
市
迫
町
北
方
字
峯
百
四
十
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

三

塚

正

惠

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
ノ
神
六
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

遠　

藤　

富
士
男

登
米
市
迫
町
北
方
字
仮
屋
二
十
八
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

佐

藤

秀

夫

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
柳
渕
二
十
四
番

地

監

事

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

佐

藤

邦

彦

登
米
市
南
方
町
茶
臼
森
前
五
十
七
番
地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

千

葉

敏

彦

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
筒
場
埣
二
百
五

十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

星　
　
　

信

悟

登
米
市
南
方
町
大
西
二
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

石

崎

琇

一

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
西
千
貫
二
百
六

十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

佐

藤

秀

夫

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
柳
渕
二
十
四
番

地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

三

浦

市

男

登
米
市
迫
町
北
方
字
小
田
八
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

星　
　
　

忠

嘉

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
四
十
一
番
地

五

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

佐

藤

養

一

登
米
市
米
山
町
西
野
字
上
小
路
前
百
十
三

番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

木

村

忠

市

登
米
市
米
山
町
中
津
山
字
六
軒
屋
敷
六
十

三
番
地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

門　

間　

富
士
雄

登
米
市
豊
里
町
上
谷
地
五
十
九
番
地
二

理

事
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平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

村

田

則

顕

登
米
市
南
方
町
後
屋
敷
待
井
九
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

渡

邊

幸

作

登
米
市
南
方
町
堂
地
四
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

泉　
　
　

敬

志

登
米
市
米
山
町
西
野
字
新
町
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

遠

藤

憲

一

登
米
市
南
方
町
中
須
崎
百
六
十
二
番
地
一

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

上

野

智

通

登
米
市
迫
町
北
方
字
峯
百
三
十
番
地
一

理

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

千

葉

清

幸

登
米
市
米
山
町
西
野
字
平
埣
二
十
八
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

中
津
川　

史　

郎

登
米
市
南
方
町
山
成
百
八
十
三
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

入

江　
　
　

博

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網
二
百
七
十
七
番

地

監

事

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
・
市
町
村
共
同
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三 　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

富
士
通
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁

目
三
番
二
十
二
号

五　

落
札
金
額　

八
千
三
百
七
十
九
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
下
野
郷
字
新
関
迎
百
二
十
三
番
並
び
に
百
二
十

二
番
、
百
二
十
四
番
二
、
百
二
十
番
四
及
び
三
百
十
一
番

一
の
各
一
部

　

名
取
市
閖
上
字
庚
申
塚
八
十
七
番
地

有
限
会
社
佐
藤
運
送　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
赤
坂
三
番
四
の
一
部
、
三
番
十

二
、
同
字
待
井
沢
六
十
一
番
二
の
一
部
、
六
十
一
番
四
の

一
部
、
六
十
三
番
六
の
一
部
、
六
十
三
番
七
の
一
部
、
六

十
三
番
十
の
一
部

　

東
京
都
港
区
新
橋
一
丁
目
六
番
五
号

日
本
道
路
株
式
会
社　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
五
月
田
五
十
番
十
、
五
十

番
十
五
、
五
十
番
十
九
、
五
十
番
二
十
、
五
十
番
二
十
一
、

五
十
番
二
十
三
、
五
十
番
二
十
五
、
五
十
番
二
十
六
、
五

十
番
二
十
七
、
五
十
番
二
十
八
、
五
十
番
二
十
九
、
五
十

番
三
十
、
五
十
番
四
十
、
五
十
番
四
十
一
、
五
十
番
四
十

二
、
五
十
番
五
十
、
五
十
番
五
十
三
、
五
十
番
五
十
四
、

五
十
番
五
十
六
、
五
十
七
番
、
七
十
五
番
九
、
七
十
五
番

十
、
七
十
六
番
一
、
七
十
六
番
二
、
七
十
七
番
一
の
一
部
、
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

七
十
八
番
一
の
一
部
及
び
七
十
九
番
並
び
に
同
字
安
場
十

五
番
三
及
び
十
六
番
六

七
ヶ
浜
町　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
大
谷
地
七
十
八
番
、
八
十
番

二
、
八
十
番
四
、
八
十
番
五
、
八
十
番
七
、
八
十
番
十
五
、

八
十
番
二
十
、
八
十
番
二
十
一
、
八
十
番
二
十
二
、
八
十

番
二
十
三
、
八
十
番
二
十
四
、
八
十
番
二
十
八
、
八
十
一

番
一
及
び
八
十
一
番
三
並
び
に
同
字
流
一
番
一
、
一
番

四
、
二
番
三
、
二
番
四
、
二
番
五
及
び
三
番
一
並
び
に
同

字
堰
下
七
十
九
番
一
、
七
十
九
番
六
、
八
十
番
一
及
び
八

十
番
五

亘
理
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
 5 号

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
26年
７
月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
鎌
田
　
宏
　
　

　
　
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
別
表
第
１
中

「
石
巻
警
察
署

蛇
田
交
番

石
巻
市
蛇
田
字
芋
殻
町
９
番
地
３

」
を

「
石
巻
警
察
署

蛇
田
交
番

石
巻
市
恵
み
野
一
丁
目
８
番
地
１

」
に
改

め
る
。

　
別
表
第
４
岩
沼
警
察
署
の
表
早
股
駐
在
所
の
項
中
「
里
の
杜
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
玉
浦
西
一
丁
目
か
ら
玉
浦

西
四
丁
目
ま
で
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
４
大
和
警
察
署
の
表
成
田
交
番
の
項
中
「
明
石
台
八
丁
目
」
を
「
明
石
台
九
丁
目
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
４
石
巻
警
察
署
の
表
蛇
田
交
番
の
項
中
「
丸
井
戸
三
丁
目
ま
で
」
の
次
に
「
、
恵
み
野
一
丁
目
か
ら
恵
み
野

六
丁
目
ま
で
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
88号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
26年
７
月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
鎌
田
　
宏
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
平
成
25年
、
26年
度
自
動
車
安
全
運
転

セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等
に
よ

り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

平
成
26年
８
月
20日
か
ら

平
成
26年
10月
31日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
 　
平
成
26年
７
月
18日
（
金
）
か
ら
平
成
26年
８
月
13日
（
水
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
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⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
 　
平
成
26年
７
月
18日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601（

内
線
221・

222）
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